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 そろそろ梅雨の時期ですが、今年は少し梅雨入りが遅いそうです。 

 最近の梅雨は長期間しとしと降るというより、短時間にどっと降

るようで注意が必要ですね。 

 内容にご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 

古い抵当権の抹消登記 
 抵当権を抹消するには、登記権利者（所有権者）と登記義務者

（抵当権者）が共同して登記申請を行うのを原則とします。（共同

申請の原則）抵当権の登記を抹消するには、被担保債権が弁済、時効等により消滅してい

ることが前提になります。ただし、明治や大正といった時代の抵当権の場合ですと、抵当

権者と連絡が取れなかったり、弁済しているのかも分からないといったことがあると思い

ます。このような抵当権を抹消するために、抵当権者やその相続人を調べたりするのは、

非常に負担が多くなると思いますので、休眠担保権抹消登記の特例を使えるかどうかを検

討します。 

 抵当権抹消登記を単独で申請するには、大きく分けて３つの方法があります。 

「除権決定による方法」、「債権証書等の提供による方法」、そして「弁済供託による方法」

です。この中で、負担が少なく一般的な方法が、「弁済供託による方法」です。 

 弁済供託による休眠担保権抹消には、次の要件が必要です。①登記義務者(抵当権者）

が所在が知れないこと、②抹消すべき登記が、先取特権、質権又は抵当権であること、 

③被担保債権の弁済期から２０年が経過していること、④２０年経過後に被担保債権の元

本、利息、損害金の全額に相当する金銭が供託されたこと 

 以上、４つの要件をすべて満たすと 単独で抵当権の抹消登記を申請することができま

す。登記申請の際の添付書類としては、供託をしたことを証する供託書正本、弁済期を証

する書面として、弁済期の記載のあるその不動産の閉鎖登記簿謄本等、抵当権者の所在が

不明であることを証する書面として、「宛所に尋ねありません」等により返戻された配達

証明付郵便で送付した受領催告書等となります。 

 特殊な登記ですので、ご自分で行うには難しいと思います。古い抵当権を抹消したい場

合は、司法書士へご相談ください。 
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